八郎潟町地域除排雪助成金交付要綱

（趣旨）

第１条　町は、地域における除排雪活動の体制整備及び推進を図るため、町内会が行う除排雪活動の取組に対して、地域除排雪助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
（助成金の交付対象）

第2条 助成金の交付対象は、町内会とする。

（助成金の対象事業）

第３条　補助対象事業は、町内会が取り組む除排雪活動とし、地域内の歩道、道路、自ら除排雪を実施できない世帯、児童館等の公共施設、その他必要と認められる箇所の除排雪活動とする。
(助成金の対象経費)

第4条 　助成金の対象となる経費は、前条に定める作業をおこなうために支出した経費とする。
２　食糧費の対象経費については１万円を限度とする。
３　他団体への助成金や積立金については対象経費としない。

(助成金の額)

第5条 　一町内会への助成は、３万円を限度とする。

（助成金の交付申請）

第6条 　補助金の交付を受けようとする町内会は、八郎潟町地域除排雪助成金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。
（１）実施計画書（様式第２号）

（２）収支予算書（様式第２号）

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

（助成金の交付決定及び通知）
第7条 　町長は、前条の申請について、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、八郎潟町地域除排雪助成金交付決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。
２　町長は、助成金の交付決定に当たり、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
（実績報告）

第8条 　申請町内会は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに八郎潟町地域除排雪助成金実績報告書（様式第４号）に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
（１）収支決算書（様式第５号）

（２）前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
（助成金の請求）

第９条　前条の規定により補助金の確定を受けた者は、遅滞なく八郎潟町地域除排雪助成金請求書（様式第６号）を町長に提出するものとする。
（助成金の返還）

第１０条　町長は、助成金の交付を受けた町内会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
（１）規定に違反したとき。
（２）事業の実施について、不正の行為が認められるとき。
（取得した物品）

第１１条　八郎潟町地域除排雪助成金にて取得した物品については、町内会が備品台帳等で適正に管理するものとする。
（補足）

第１２条　この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

　この要綱は、平成２７年１１月１８日から施行する。
